
○ 海外の運営サイトに、日本国内から
 サイトにアクセスしても犯罪にならない。
○ 日本には取り締まる法律がない。

門別警察署速報

海外のオンラインカジノサイト
にアクセスして賭博を行う行為は

犯罪です。

↑これ、全部嘘です。
オンラインカジノの利用は賭博罪（刑法185条）、常習賭
博（刑法186号）に該当します。
更に、日本国内でオンラインカジノの入金や出金の決済に
関与したり、広告・宣伝してオンラインカジノに誘い入れ
たりすると賭博幇助（ほうじょ）等の罪に問われることが
あります。

こんな噂聞いたことないことですか?
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違反すると･･･
賭博罪「50万円以下の罰金又は科料」
常習賭博罪「３年以下の懲役」

が科せられます。


